
発注

キャンペーン（広告）を交付決定日以降に作成・開始したことが確認できる書類
（例）管理画面のスクリーンショット

PO I N T
当該取引の契約・申込・発注であること、補助事業であるこ
とを、以下で確認します。

ウェブサイト関連費＞クリック課金広告の運用（自社で実施）＞発注
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≪ご注意≫
以下の場合は補助対象外となります。

• 交付決定日前から定期的に実施していた広告
を再掲載した場合

• 交付決定前に開始していたキャンペーンを交
付決定日以降に設定条件を変更した場合

① キャンペーン（広
告）毎に開始日ができ
ますか。

② 開始日は交付決定日
以降かつ補助事業実施
期間内の日付ですか。
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